
平
成
二
十
四
年
四
月
六
日
受
領

答

弁

第

一

五

九

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
一
五
九
号

平
成
二
十
四
年
四
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
赤
澤
亮
正
君
提
出
復
興
庁
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
赤
澤
亮
正
君
提
出
復
興
庁
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

復
興
庁
が
設
置
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
二
月
十
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
の
平
日
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並

び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
祝
日
法
に
よ
る
休

日
」
と
い
う
。
）
以
外
の
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
各
復
興
大
臣
政
務
官
が
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す

る
同
庁
復
興
局
等
又
は
そ
の
管
轄
す
る
地
域
で
勤
務
し
な
か
っ
た
日
に
つ
い
て
、
�
日
付
、
�
総
日
数
、
�
担
当
す
る
同
局

等
又
は
そ
の
管
轄
す
る
地
域
で
勤
務
し
な
か
っ
た
理
由
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

津
川
復
興
大
臣
政
務
官

�
二
月
十
三
日
、
同
月
十
四
日
、
同
月
十
七
日
、
同
月
二
十
日
、
同
月
二
十
一
日
、
同
月
二
十

七
日
、
同
月
二
十
八
日
、
三
月
五
日
、
同
月
六
日
、
同
月
十
二
日
、
同
月
十
三
日
、
同
月
十
九
日
、
同
月
二
十
六
日
及
び
同

月
二
十
七
日

�
十
四
日

�
復
興
庁
本
庁
、
国
土
交
通
省
本
省
等
に
お
け
る
用
務
の
た
め

郡
同
大
臣
政
務
官

�
同
月
一
日
、
同
月
八
日
、
同
月
十
五
日
、
同
月
二
十
二
日
及
び
同
月
二
十
九
日

�
五
日

�
同

庁
本
庁
、
内
閣
府
本
府
等
に
お
け
る
用
務
の
た
め

吉
田
同
大
臣
政
務
官

�
二
月
十
五
日
、
同
月
二
十
日
、
同
月
二
十
一
日
、
三
月
五
日
、
同
月
十
九
日
、
同
月
二
十
一
日

一



及
び
同
月
二
十
六
日

�
七
日

�
同
庁
本
庁
、
財
務
省
本
省
等
に
お
け
る
用
務
の
た
め

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
責
任
者
に
つ
い
て
は
、
復
興
副
大
臣
又
は
復
興
大
臣
政
務
官
を
指
し
て
お
り
、
い
ず
れ
か
の
同
副
大
臣
又
は
同

大
臣
政
務
官
を
現
地
に
置
く
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
務
方
の
幹
部
に
つ
い
て
は
、
復
興
庁
復
興
局
長
を
指
し
て
お
り
、
同
庁
岩
手
復
興
局
長
は
井
上
明
、
同
庁
宮

城
復
興
局
長
は
澤
田
和
宏
、
同
庁
福
島
復
興
局
長
は
諸
橋
省
明
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
常
駐
」
に
つ
い
て
は
、
あ
る
勤
務
地
に
お
い
て
専
ら
勤
務
す
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

復
興
庁
が
設
置
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
二
月
十
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
の
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
並
び
に
祝

日
法
に
よ
る
休
日
以
外
の
日
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
事
務
方
の
幹
部
が
同
庁
復
興
局
等
又
は
そ
の
管
轄
す
る
地
域
で
勤
務
し

二



な
か
っ
た
日
は
な
い
。

七
に
つ
い
て

復
興
大
臣
、
復
興
副
大
臣
及
び
復
興
大
臣
政
務
官
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て

の
政
府
内
の
総
合
調
整
や
国
会
対
応
等
の
用
務
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
地
に
常
駐
す
る
体
制
と
は
し
て
い
な
い
が
、
津
川
同

大
臣
政
務
官
が
復
興
庁
岩
手
復
興
局
及
び
同
庁
青
森
事
務
所
を
、
郡
同
大
臣
政
務
官
が
同
庁
宮
城
復
興
局
を
、
吉
田
同
大
臣

政
務
官
が
同
庁
福
島
復
興
局
及
び
同
庁
茨
城
事
務
所
を
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
と
と
も
に
、
同
庁
岩
手
復
興
局
長
、
同
庁
宮

城
復
興
局
長
及
び
同
庁
福
島
復
興
局
長
が
そ
れ
ぞ
れ
現
地
に
常
駐
す
る
体
制
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
要
望

等
に
対
し
て
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
な
国
の
一
元
的
な
窓
口
と
し
て
の
機
能
を
確
保
し
て
い
る
。
な
お
、
津
川
同
大

臣
政
務
官
は
同
庁
本
庁
、
国
土
交
通
省
本
省
等
に
お
け
る
用
務
が
あ
る
日
を
除
き
、
郡
同
大
臣
政
務
官
は
同
庁
本
庁
、
内
閣

府
本
府
等
に
お
け
る
用
務
が
あ
る
日
を
除
き
、
吉
田
同
大
臣
政
務
官
は
同
庁
本
庁
、
財
務
省
本
省
等
に
お
け
る
用
務
が
あ
る

日
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
平
日
は
現
地
に
お
い
て
勤
務
し
て
い
る
。

三


